
-1-

○
建
設
省
告
示
第
　
　
　
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
二
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
使
用

上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
及
び
そ
の
確
認
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
二
年
　
　
月
　
　
日

建
設
大
臣
　
中
山
　
正
暉

　
　
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
及
び
そ
の
確
認
方
法
を
定
め
る
件

第
一
　
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ

と
を
検
証
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
は
、
建
築
物
の
部
分
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
条
件
式
を
満
た
す
場
合
以
外
の
場
合

と
す
る
。

建
築
物
の
部
分

条
件
式

木
造

は
り
（
床
面
に
用
い
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

12 1
D

>
l
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鉄
骨
造

は
り

15 1
D

>
l

床
版
（
四
辺
支
持
の
場
合
）

30 1
tx

>
l

床
版
（
四
辺
支
持
以
外
の
場
合
）

10 1
tx

>
l

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

は
り

10 1
D

>
l

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

は
り

12 1
D

>
l

　
こ
の
表
に
お
い
て
、
ｔ
、

、
Ｄ
及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

ｔ
　
床
版
の
厚
さ
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

　
床
版
の
短
辺
方
向
の
有
効
長
さ
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

Ｄ
　
は
り
の
せ
い
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）

　
は
り
の
有
効
長
さ
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
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第
二
　
令
第
八
十
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
使
用
上
の
支
障
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
当
該
建
築
物
の
実
況
に
応
じ
た
固
定
荷
重
及
び
積
載
荷
重
に
よ
っ
て
は
り
又
は
床
版
に
生
ず
る
た
わ
み
の
最
大
値
を
計

算
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
令
第
八
十
五
条
の
表
に
掲
げ
る
室
の
床
の
積
載
荷
重
に
つ
い
て
は
、
同
表

欄
に
定
め
る
数
値

に
よ
っ
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
前
号
で
求
め
た
た
わ
み
の
最
大
値
に
、
構
造
の
形
式
に
応
じ
て
次
の
表
に
掲
げ
る
長
期
間
の
荷
重
に
よ
り
変
形
が
増
大

す
る
こ
と
の
調
整
係
数
（
以
下
「
変
形
増
大
係
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
、
更
に
当
該
部
材
の
有
効
長
さ
で
除
し
て
得
た

値
が
二
百
五
十
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
変
形
増
大
係
数
を
載
荷
実
験
に
よ
り
求
め
た
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
数
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

構
造
の
形
式

変
形
増
大
係
数

木
造

二

鉄
骨
造

一
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床
版

一
六

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

は
り

八

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

四

　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
平
成
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


